
医師の働き方改革（特定労務管理対象機関の指定）について

（１）指定申請の意向がある医療機関と指定申請予定区分

・連携Ｂ水準（１病院）…山形大学医学部附属病院

・Ｂ水準（３病院）…山形大学医学部附属病院、県立中央病院、鶴岡市立荘内病院

（２）上記（１）を除く６４病院の状況（令和５年４月に県が行った状況調査の結果概要）

・いずれの病院も指定申請の意向がないことを確認

・現状で９６０時間を超過している医師がいる病院は１０病院あるが、いずれの病院においても院内の取組みを進めることで、

９６０時間を超過しない見込み

・特に優先的に取り組む必要があると考えられる

次の２点については右表のとおり

①勤務時間の状況把握

②宿日直許可の申請・取得状況

・ 県への指定申請期限について一回目を８～９月頃、二回目を１２～１月頃と想定して、申請様式と併せて周知

・ 申請があった医療機関の指定に関して、地域医療対策協議会の場で議論

・ 勤務時間の把握が済んでいなかったり、宿日直許可申請を準備中の病院に対しては、必要に応じて社会保険労務士を

派遣するなど支援を行うと共に、引き続き状況を確認

２．今後の対応

１．各病院の状況

資料８

申請準備中 対応済み

一部未把握 8 5

把握済 21 30 ←全病院が太枠内に入るよう状況確認・支援を継続

分類

②宿日直許可

①勤務時間

７月時点で３病院全てが、医療機関勤務
環境評価センターへの受審申込を完了


